
審査申出の事務処理について 

 

審査申出書の受付から審査決定まで、そのおおよその流れは次の図のとおりです。 
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固定資産評価審査委員会 

審査申出書の却下(不受理) 

形式審査 

◎提出期限のチェック 

◎記載事項、記載方法のチェック 

受  理 

評

価

者

（

市

長

） 

審

査

申

出

人 

実質審理 

書面審理 

口頭による意見陳述(希望に応じて) 

口頭審理(必要に応.じて) 

実地調査(必要に応じで) 

審査決定 

却下・棄却・認容(一部又は全部) 

取消訴訟の提起 

※決定に不服がある場合 

登録価格の修正 

※認容の決定があった場合 


